
（霧島市）

項　目 様式等

請求日 ・様式第１－１号（受注者⇒発注者）

・受注者より変更請求概算額の提示

・本工事内訳表に対応した概算額の
　根拠となる書類等を併せて提示

協議開始日の通知 ・様式第２号（発注者⇒受注者）

協議開始日

・受注者より提示のあった書類等により、
  現場で出来高確認

・確認結果により、残工事量の算定

・積算結果により、インフレスライド額を
  算定

インフレスライド額の確定通知

インフレスライド額の変更契約

・精算変更時にインフレスライド額分の
　変更を行う

完了予定工期

期限等

工事請負契約書第２６条第６項（インフレスライド条項）の運用フローチャート

契約書第26条第８項に基づく協議開始日
について（通知）

契約書第26条第６項に基づく請負代金額
の変更について（請求）

・様式第３－１号
・様式第３－２号　　　（発注者⇒受注者）
・様式第３－３号

市の賃金水準の変更日：令和８年３月１日

７
日
以
内

基準日

（請求日から
14日以内）

残
工
期

（
基
準
日
か
ら
２
ヶ
月
以
上

）

契約書第26条第６項に基づく請負代金額
の変更について（通知）

１４
日
以
内

※工事請負契約書（抜粋）
第26条（賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更）
６　予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレー
  ション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は
  受注者は前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
７　前２項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議し定め
  る。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め
  受注者に通知する。
８　第３項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者
  に通知しなければならない。ただし、発注者が第１項、第５項又は第６項の請求を行った日
  又は受けた日から７日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日
  を定め、発注者に通知することができる。


